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智頭町議会定例会会議録 

 

令和６年７月１０日開議 

１．議 事 日 程 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．会期の決定 

 第 ３．諸般の報告 

 第 ４．議案第５６号 令和６年度智頭町一般会計補正予算（第１号） 

 第 ５．議案第５７号 令和６年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算 

            （第１号） 

 第 ６．議案第５８号 令和６年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算（第１ 

            号） 

 第 ７．議案第５９号 令和６年度智頭町介護保険サービス事業特別会計補正予 

            算（第１号） 

 第 ８．議案第６０号 令和６年度智頭町水道事業会計補正予算（第１号） 

 第 ９．議案第６１号 令和６年度智頭町病院事業会計補正予算（第１号） 

 第１０．議案第６２号 智頭町教育委員会委員の任命について 

 第１１．報告第 ４号 放棄した債権の報告について 

 第１２．報告第 ５号 法人の経営状況について 

 第１３．報告第 ６号 法人の経営状況について 

 第１４．議案第６３号 工場請負契約の締結について 

 第１５．陳情について 

 

１．会議に付した事件 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．会期の決定 

 第 ３．諸般の報告 

 第 ４．議案第５６号 令和６年度智頭町一般会計補正予算（第１号） 

 第 ５．議案第５７号 令和６年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算 

            （第１号） 

 第 ６．議案第５８号 令和６年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算（第１ 



－２－ 

            号） 

 第 ７．議案第５９号 令和６年度智頭町介護保険サービス事業特別会計補正予 

            算（第１号） 

 第 ８．議案第６０号 令和６年度智頭町水道事業会計補正予算（第１号） 

 第 ９．議案第６１号 令和６年度智頭町病院事業会計補正予算（第１号） 

 第１０．議案第６２号 智頭町教育委員会委員の任命について 

 第１１．報告第 ４号 放棄した債権の報告について 

 第１２．報告第 ５号 法人の経営状況について 

 第１３．報告第 ６号 法人の経営状況について 

 第１４．議案第６３号 工場請負契約の締結について 

 第１５．陳情について 

 

１．会議に出席した議員（１２名） 

    １番 北 川 貴 将        ２番 仲 井   茎 

    ３番 西 尾 寿 樹        ４番 岡 田 光 弘 

    ５番 宮 本 行 雄        ６番 田 中   賢 

    ７番 谷 口 翔 馬        ８番 波 多 恵理子 

    ９番 岩 本 富美男       １０番 大河原 昭 洋 

   １１番 安 道 泰 治       １２番 谷 口 雅 人 

 

１．会議に欠席した議員（０名） 

 

１．会議に出席した説明員（１５名） 

   町 長   金 兒 英 夫 

   副 町 長   矢 部   整 

   教 育 長   田 中   靖 

   病 院 事 業 管 理 者   葉 狩 一 樹 

   総 務 課 長   國 岡 厚 志 

   企 画 課 長   迎 山 恵 一 

   税務住民課長兼水道課長   西 川 公一郎 

   教 育 課 長   竹 内   学 
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   地 域 整 備 課 長   酒 本 和 昌 

   山 村 再 生 課 長   山 本   進 

   地 籍 調 査 課 長   原 田 誠 之 

   福 祉 課 長   山 本 洋 敬 

   会 計 課 長   前 田 美由紀 

   総 務 課 参 事   國 岡 まゆみ 

   病 院 事 務 部 長   福 安 教 男 

 

１．会議に出席した事務局職員（２名） 

   事 務 局 長   福 安 充 子 

   書 記   古 田 光 一 

 

開 会 午前１０時３０分 

 

開 会 あ い さ つ 

 

○議長（谷口雅人）  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、令和６年第２回智頭町議会定例会を開会します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、３番、西尾寿樹議員、

４番、岡田光弘議員を指名します。 

 

日程第２．会期の決定 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 
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  本定例会の会期は、本日から７月１８日までの９日間としたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は、本日から７月１８日までの９日間と決定しました。 

 

日程第３．諸般の報告 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員から地方自治法第２３５条の２第３項の規定に基づき、令和６年６月

分の例月出納検査報告書が提出されました。お手元に写しを配付しておりますの

でご承知ください。 

  次に、陳情の処理経過及び結果について智頭町長から報告がありました。お手

元に写しを配付しておりますのでご承知ください。 

  次に、今期定例会の説明員につきましては、７月１日をもって、町長並びに教

育長に出席の要求をしております。 

  次に、前定例会以降、議長等の動静につきましては、お手元に配付しておりま

すので、後ほどご覧いただき、議会活動、また議員活動に資していただければと

思っております。 

  次に、お手元に配付のとおり、議員派遣結果報告書が提出されておりますので、

ご報告いたします。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

  日程第４．議案第５６号から日程第１０．議案第６２号まで  ７案 

  日程第１１．報告第４号から日程第１３．報告第６号まで  ３報告 

  一括上程 

 

○議長（谷口雅人）  日程第４、議案第５６号「令和６年度智頭町一般会計補正

予算（第１号）」から、日程第１０、議案第６２号「智頭町教育委員会委員の任

命について」までの７議案及び日程第１１、報告第４号「放棄した債権の報告に

ついて」から、日程第１３、報告第６号「法人の経営状況について」までの３報
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告を一括して議題とします。 

  町長に提案理由の説明を求めます。 

  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）   本日ここに、令和６年第２回定例町議会を招集しました

ところ、議員各位には、ご多忙のところ出席いただき、誠にありがとうございま

す。 

  さて、私が町長２期目に就任してから初の議会を迎えるに当たり、町政運営に

対する基本方針と所信の一端を申し述べさせていただき、議員の皆様をはじめ、

町民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げる次第です。この場に

立ちますと、改めて町政運営を担うこととなる職責の重さに身の引き締まる思い

であり、これからの４年間、多くの皆様と丁寧に対話を重ねながら、初心を忘れ

ることなく智頭町に生活する住民全てが「住んでよかったと思えるまちづくり」

に、町民の皆様と共に全力で取り組んでまいる所存であります。 

  第１期目就任中の大半は、コロナ禍というこれまで誰も経験したことのない未

曽有の危機の中での町政運営となりましたが、議員各位、そして、町民皆様のご

理解、ご協力のおかげをもちまして、公約として掲げた政策をおおむね達成する

ことができましたことについて、感謝の念に堪えないところであります。しかし

ながら、想定を上回る人口減など課題が山積していることから、これら課題解決

のため再度町政を先頭に立って進めるべく、２期目を目指したところであります。 

  私は、今回２回目の町長選挙に臨むに当たり、人口減少、少子高齢化への対応

に重点を置き、引き続き「一人ひとりの人生に寄り添った町づくり」を実現する

ため、１０項目の公約を掲げております。この公約実現に向け、これまでコロナ

禍で困難であった町民皆様との対話を通して、ご意見を伺いながら、変化が必要

である場合は、ちゅうちょなく判断を行い、行政の一方的な考えではなく、町民

皆様と協力して、まちづくりを進めてまいります。 

  まず１つ目は、地域と取り組む福祉のまちづくりです。 

  町民皆様が住み慣れた地域で、安心して健康で長く暮らし続けることができる

よう、ミニデイ、サロンなどの集いの場の創出、支え愛マップづくりなどの支援

体制の充実等を通して、地域で支え合う体制づくりに取り組むとともに、孤独・

孤立対策の推進を通して、誰ひとり取り残さない地域づくりに取り組んでまいり

ます。また、健康面でも安心して暮らせるよう、保健衛生と地域医療の充実に努
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めます。 

  ２つ目は、林業・農業の振興です。 

  本町の重要な基幹産業である林業は、木材価格の低迷や森林所有者の高齢化な

ど多くの課題を抱えていますが、人材の確保や育成のための体制強化を図るとと

もに、作業道整備や林業機械導入等による森林整備の低コスト化の推進や、森林

資源利用推進事業をはじめとする、本町独自の林業振興施策に取り組んでまいり

ます。 

  農業については、農家の高齢化や担い手不足が大きな課題ですが、地域の集団

的な取り組みに向けたきっかけづくりや、多様な担い手に対する農業経営基盤整

備の支援を行うとともに、関係機関と連携しながら、遊休農地の拡大防止に向け

た仕組みづくりを推進してまいります。 

  ３つ目は、雇用対策と商工業振興です。 

  起業・雇用に対する支援を通して、産業振興を図ります。引き続き、既存の商

工業支援制度を推進するとともに、人材不足、後継者不足解消に向けた複業協同

組合との協働、また、町商工会や地元金融機関と連携し、起業支援や経営支援を

伴走して行える体制を新たに整備するなど、雇用の確保と商工業振興に取り組ん

でまいります。 

  ４つ目は、防災力の強化です。 

  近年、集中豪雨などの自然災害が頻発し、全国各地で甚大な被害をもたらして

います。このような災害から町民の生命・財産を守るための防災対策は、本町に

おける最重要施策の一つであります。災害発生時においては、自助・共助の果た

す役割は大変大きく、これまで継続的に取り組んでいる支え愛マップづくり等を

通じて、地域コミュニティと地域防災力の強化に取り組んでまいります。 

  ５つ目は、子育て世代に対する支援の充実です。 

  子育てサポート給付金、わが家で子育て応援給付金、保育料無償化、給食費無

償化、高校生通学費補助、おせっかい奨学パッケージを継続するなど、子育て世

代の負担軽減に努め、安心して子育てができる環境の整備に取り組んでまいりま

す。 

  また、昨年度は、県内初となる小学校体育館にエアコン設置をしました。今後

も、計画的に社会体育施設及び中学校体育館にエアコンを設置し、児童生徒の熱

中症対策はもとより、今まで以上に安心して学習ができるよう取組んでまいりま
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す。併せて、スクールバス運行を継続し、保育園、小学校及び中学校に通う園児

児童生徒の利便性向上と安全確保に務めてまいります。 

  ６つ目は、定住・移住対策の推進です。 

  各種定住移住対策支援事業、住宅改修補助金などを引き続き実施するとともに、

令和４年度策定の観光・移住定住ビジョン実現に向け遊ぶ広報などの施策を展開

し、人口減少の抑制に取り組んでまいります。 

  なお、ゆめが丘の整備については、今年度新たに定住促進住宅２棟が完成し、

目標である１０棟の整備が完了しますので、新たなニーズを把握し、さらなる整

備について検討するとともに、定住対策として遊休町有地等の活用を検討してま

いります。 

  また、先ほど述べた子育て世代の負担軽減など、子どもを安心して産み育てる

ことができる環境を整え、町内外の若者に対して、魅力ある町を今まで以上に発

信することにより、若者の定住移住につなげたいと考えています。 

  ７つ目は、人権尊重のまちづくりです。 

  人権は、誰もが生まれながらに持っている人間らしく、自分らしく生きる権利

です。この誰もが持っている権利を、住民一人一人が大切にし、思いあえるまち

づくりに取り組んでまいります。 

  本町は、昨年同和行政５０年を迎えたところですが、残念ながらいまだ部落差

別はなくなっていません。また、近年はインターネットやＳＮＳを使用した差別

やいじめも起こっています。これまで、進めてきた小地域学習会や研究集会など

の啓発活動や人権擁護活動、インターネットモニタリングによる監視などを継続

して行い、差別やいじめを絶対に許さないまちづくりを進めてまいります。 

  ８つ目は、住民自治・住民活動の推進です。 

  百人委員会、日本１／０村おこし運動等地域活動を支援し、さなる町の活性化

を図ります。百人委員会については各部会と所管課の連携強化、日本１／０村お

こし運動については、地域課題解決に向けた活動の見える化、有効的な拠点利活

用、情報発信を促し、活動の質の向上と活性化に取り組んでまいります。 

  ９つ目は、公共交通の充実です。 

  運行開始から１年３か月が経過した共助交通「のりりん」ですが、町民ドライ

バーの協力と住民の皆様のご理解をいただき、初年度は約２万８，０００人の乗

車実績となりました。今後は、その中で見えてきた課題を整理し、さらなる利便
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性の向上を図りながら、安定した運行が提供できるよう努力してまいります。 

  また、この「のりりん」を活用した物流サービスの提供や買物支援など、実現

の可能性について調査・検討してまいります。 

  最後は、智頭農林高校の存続です。 

  町内唯一の高校である智頭農林高校には、現在、県外の生徒２名が在学してい

ますが、県教育委員会とも連携しながら、学生寮運営補助など町の積極的支援策

を都市部でＰＲし、県外留学生の受け入れを図るとともに、百人委員会への参画

や商店街での生産品販売など、地域に根差した活動を実践する同校の魅力発信に、

引き続き取り組んでまいります。 

  以上、私の公約の一端を述べさせていただきました。具体的な施策については

第７次智頭町総合計画及び第２期智頭町総合戦略との整合性を図りながら、計画

的に進めてまいりますが、町民皆様の様々な意見に耳を傾けながら、住民一人一

人に寄り添った住民満足度の高いまちを目指して、誠心誠意努力してまいる所存

でありますので、議員の皆様をはじめ、町民皆様の一層のご支援とご協力をお願

い申し上げまして、私の所信とさせていただきます。 

  それでは、本定例会に提案しました議案の審議をいただくに当たり、その概要

を説明します。 

  議案第５６号から議案第６１号までは、補正予算についてです。 

  議案第５６号 令和６年度智頭町一般会計補正予算（第１号）について、主な

ものを説明します。 

  まず、各費目に共通して４月の人事異動等に伴う人件費の調整を行っています。 

  議会費では、韓国楊口郡との交流事業に係る経費の増額を計上しています。 

  まちづくり推進費の行政情報システム推進費では、第５次ＬＧＷＡＮ移行に係

る委託料及びＤＸ専門人材負担金の増額を、地方創生推進事業では、国交付金事

業として内示を受けたことに伴う事業費の増額及び予算の組替えを、地域活性化

推進費の智頭農林高校協働連携事業では、県外生徒募集活動に要する経費を計上

しています。 

  諸費の諸税等還付金では、過年度分国県支出金返還金の増額を計上しています。 

  税務総務費では、住民税システム改修委託料の増額を、定額減税補足臨時給付

金事業では、所得税並びに個人住民税の定額減税制度において、減税し切れない

方への給付金の給付に要する経費を計上しています。 
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  民生費の社会福祉総務費では、人件費調整に伴い、国民健康保険事業特別会計

繰出金を減額しています。 

  老人福祉費では、支え愛マップ見直しを支援する補助金の増額を、また、人件

費調整に伴い、介護保険事業特別会計繰出金の増額をそれぞれ計上しています。 

  保育園費では、ちづ保育園の床の補修に要する経費を計上しています。 

  児童手当給付費では、児童手当法の一部改正に伴うシステム改修委託料及び児

童手当の増額などを計上しています。 

  災害救助費では、災害見舞金を増額しています。 

  生活保護総務費では、孤独・孤立関連実態調査のための委託料のほか、家計負

担激変緩和対策としての給付金をそれぞれ計上しています。 

  母子衛生費では、離乳食講習会、幼児健診等の報償費を増額しています。 

  保健センター管理費では、ほのぼの内の福祉課スペース拡張に要する経費を計

上しています。 

  上水道施設費では、人件費の調整に伴い、上水道事業会計繰出金を増額してい

ます。 

  農林水産業費の農業振興費では、多面的機能支払交付金事業に新たに取り組む

組織への支援に要する経費を、林業振興費の山と暮らしの人づくり事業では、薪

ボイラーの修繕に要する経費をそれぞれ計上しています。 

  商工費の観光施設管理事業では、観光協会の空調設備更新に要する経費を計上

しています。 

  消防費の防災費では、防災行政無線戸別受信機購入に要する経費を計上してい

ます。 

  教育費の事務局費では、要保護生徒援助費の増額を、また、学校給食費では、

給食配送車の購入費の増額をそれぞれ計上しています。 

  以上、今回の一般会計補正予算額は、１億３，６２９万７，０００円の増額で

あり、補正後の予算総額は、７０億１，６２９万７，０００円となります。 

  議案第５７号 令和６年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

では、人事異動等による人件費の調整をしています。 

  議案第５８号 令和６年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）で

は、一般介護予防事業費の地域リハビリテーション活動支援事業で業務内容の変

更に伴い、事業費の調整を行っています。 
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  認知症総合支援事業費でも、事業内容の変更に伴い、事業費の調整を行ってい

ます。 

  介護予防支援費では、備品購入費の増額を計上しています。 

  一般会計繰出金では、人事異動等による人件費の調整に伴い、一般会計への繰

出金を増額しています。 

  議案第５９号 令和６年度智頭町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第

１号）では、ほのぼの共通の厨房エアコン及び心和苑トイレの修繕料を計上して

います。 

  議案第６０号 令和６年度智頭町水道事業会計補正予算（第１号）では、人事

異動等による人件費の調整のほか、第２水源地取水施設の取水量の低下に伴い、

調査業務委託料及び修繕費を計上しています。 

  議案第６１号 令和６年度智頭町病院事業会計補正予算（第１号）では、介護

職員の処遇改善を図るため、給与及び報酬を増額しています。 

  また、退職手当組合特別負担金を増額しています。その他、債務負担行為を追

加しています。 

  次に人事案件です。 

  議案第６２号 智頭町教育委員会委員の任命については、現委員德永起宏氏の

辞職に伴い、新たに、岡 大翼氏を選任したいので、本議会の同意を求めるもの

です。 

  議案第６３号 工事請負契約の締結 については、智頭町定住促進住宅新築工

事の工事請負契約を締結することについて、本議会の議決を求めるものです。 

  最後に、報告案件です。 

  放棄した債権の報告については、令和５年度に放棄した債権について報告する

ものです。法人の経営状況については、一般財団法人因幡街道ふるさと振興財団

及び株式会社サングリーン智頭の令和５年度の経営状況説明資料について、それ

ぞれ提出するものです。 

  以上、本議会に提案しました諸議案の概要を説明しました。詳細については主

管課長及び担当者をもって説明させますので、よろしく審議いただきますようお

願いします。 

○議長（谷口雅人）  提案理由の説明は終わりました。 

  次に、日程第４、議案第５６号から日程第１０、議案第６２号までの７議案の
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補足説明及び質疑を行います。 

  質疑は、会議規則第５５条の規定により、一問一答で行います。 

  なお、発言時間について、会議規則第５６条の規定により、議長において制限

を設けることがあります。ご承知ください。 

  日程第４、議案第５６号 令和６年度智頭町一般会計補正予算（第１号）の補

足説明を求めます。 

  國岡総務課長。 

○総務課長（國岡厚志）  それでは、予算書１ページをご覧いただきたいと思い

ます。 

  議案第５６号 令和６年度智頭町一般会計補正予算（第１号）でございます。 

  歳入歳出の総額に１億３，６２９万７，０００円を増額し、それぞれ７０億１，

６２９万７，０００円とするものでございます。 

  まず、歳出についてですが、別に配付をしております令和６年度７月補正予算

概要と補正予算書により説明をさせていただきますので、併せてご覧いただきた

いと思います。なお、町長の提案理由と重複した説明となる場合がございますが、

ご了承いただきたいと思います。 

  概要１ページ、補正予算書では１１ページの議会費では、４月の人事異動に伴

う人件費の調整を行うとともに、韓国楊口郡との交流事業に伴う高速道路使用料

の増額を計上しています。 

  １１ページから１２ページにかけての総務費の一般管理費及び財産管理費では、

４月の人事異動などに伴う人件費の調整をしています。 

  １２ページから１３ページにかけての、まちづくり推進費のまちづくり事務費

では人件費の調整を、行政情報システム推進費では、第５次ＬＧＷＡＮ移行業務

委託料及びＤＸ専門人材負担金の増額を、移住定住促進事業及び地域情報化推進

事業では人件費の調整を、地方創生推進事業では、地方創生推進交付金の内示を

受けたことに伴う事業費の増額及び予算の組替えをそれぞれ計上しています。 

  １３ページの地域活性化推進費の智頭農林高校協働連携事業では、智頭農林高

校と共同して、東京などで生徒募集活動に要する経費の増額を計上しています。 

  同じく１３ページの交通政策費の共助交通運行事業では人件費の調整を、諸費

の諸税等還付金では、令和５年度新型コロナウイルスワクチン接種対策国庫負担

金などの過年度分国県支出金返還金を増額しています。 
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  １３ページから１４ページにかけての税務総務費では、人件費の調整を行うと

ともに、住民税システム改修委託料の増額を、定額減税補足臨時給付金事業では、

所得税並びに個人住民税の定額減税制度において、定額減税し切れないと見込ま

れる方への調整給付金の給付に要する経費の増額をそれぞれ計上しています。 

  １５ページの戸籍住民基本台帳費及び１５ページから１６ページにかけての統

計調査総務費では、人件費の調整をそれぞれ行っています。 

  １６ページの民生費の社会福祉総務費では、人件費の調整を行うとともに、人

件費の調整に伴う国民健康保険事業特別会計繰出金の減額を計上しています。 

  同じく１６ページの国民年金費では、人件費の調整を行っております。 

  １６ページの、また、概要書では２ページとなる老人福祉費では人件費の調整

を、在宅福祉対策事業費では、支え愛マップの見直しを支援する補助金の増額を、

介護保険事業特別会計繰出金では、人事異動による人件費の調整に伴う繰出金の

増額をそれぞれ計上しています。 

  １６ページから１７ページにかけての同和対策費の人権同和対策事業及び１７

ページの社会福祉施設費の隣保館運営費では、人件費の調整をそれぞれ行ってい

ます。 

  １７ページから１８ページにかけての子育て支援推進費では、人件費の調整を、

１８ページの保育園費のちづ保育園事務費では、人件費の調整を行うとともに、

床の補修に要する消耗品の増額を計上しています。 

  １８ページから１９ページにかけての児童館費では人件費の調整を、１９ペー

ジの児童手当給付事業では、児童手当法の一部改正に伴うシステム改修委託料及

び児童手当などの増額を、災害救助費では、災害見舞金の増額をそれぞれ計上し

ています。 

  １９ページから２０ページにかけての生活保護総務費では人件費の調整を、生

活困窮者自立相談支援事業では、孤独・孤立関連実態調査のための委託料のほか、

家計負担激変緩和対策としての給付金の増額をそれぞれ計上しています。 

  ２０ページの衛生費の保健衛生総務費では、人件費の調整を行っております。 

  ２１ページの、また、概要書では２ページとなる母子衛生費の乳児等保健相談

事業では、離乳食講習会、幼児健診等の報償費の増額を、幼児健康診査事業では、

幼児健診等の医師等報償費の増額をそれぞれ計上しています。 

  同じく２１ページの健康増進事業費及び保健師設置費では、人件費の調整を行
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っております。 

  また、保健センター管理事業では、ほのぼの内の福祉課スペース拡張に伴う、

間仕切り変更に要する経費を増額しています。 

  同じく２１ページの上水道施設費では、人件費の調整に伴い、上水道事業会計

繰出金を増額しています。 

  ２２ページの農業委員会費、農業総務費では、人件費の調整を行っております。 

  同じく２２ページの農業振興費の多面的機能支払交付金事業では、新たに取り

組む組織への支援に要する経費の増額を、２３ページの地籍調査費及び林業総務

費では、人件費の調整をそれぞれ行っております。 

  ２３ページから２４ページにかけての林業振興費の山と暮らしの人づくり事業

では、薪ボイラーの修繕に要する経費の増額を、造林事業費の町有林造林事業で

は人件費の調整をそれぞれ行っております。 

  ２４ページの観光費の観光施設管理事業では、観光協会の空調設備更新に要す

る経費の増額を計上しております。 

  ２４ページから２５ページにかけての、また、概要書では３ページとなる土木

総務費及び２５ページの住宅管理費、町営住宅管理事業では、人件費の調整をそ

れぞれ行っております。 

  ２５ページの防災費では、防災行政無線の戸別受信機購入に要する経費の増額

を計上しております。 

  ２６ページの教育費の事務局費から、２８ページの社会教育施設費にかけては、

人件費の調整をそれぞれ行っております。 

  ２８ページから２９ページにかけての図書館費では、人件費の調整のほか、手

数料の増額をそれぞれ計上しています。 

  ２９ページの学校給食費では、人件費の調整のほか、給食配送車の購入費の増

額をそれぞれ計上しています。 

  以上、合計１億３，６２９万７，０００円の増額補正となっております。 

  次に、歳入についてでございますが、予算書２ページのとおり、地方交付税、

分担金及び負担金、国庫支出金、県支出金、繰入金、繰越金、諸収入及び町債を

もって措置しております。 

  以上でございます。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 
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  これから質疑を行います。 

  この議案に対する質疑については、歳入・歳出、地方債補正の３区分に分けて

行いたいと思います。 

  これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  なお、質疑に当たりましては、必ずページ数を示してください。 

  まず、歳入の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  次に、歳出の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ４番、岡田議員。 

○４番（岡田光弘）  本冊の１３ページ、まちづくり推進費ですけども、先ほど

委託料、それから負担金補助及び交付金、委託料が２項目、それから負担金補助

及び交付金が４項目で、その内容をちょっと触れていただいたんですけども、も

う少しその補正の中身についてのご説明をお願いします。 

○議長（谷口雅人）  迎山企画課長。 

○企画課長（迎山恵一）  企画で言うと３本立てになっていまして、まず委託で

すが、一つ、オープンイノベーション事業ということで、概略については、先月

の常任委員会等でも説明させていただきましたけれども、スタートアップしやす

いまちづくりを目指したオープンイノベーション事業ということで、チャレンジ

しやすいまちの機会の提供、安定経営を行うための環境づくりということで、６

００万円委託料として計上させていただいております。 

  それに関連しまして、負担金補助及び交付金の中で、外部人材活用支援事業補

助金、オープンイノベーション事業スタートアップ補助金ということで、まずは

一つ、スタートアップしやすいまちづくりということで、ビジネスプランコンテ

ストを開催して、そこで優勝したテーマをまず起業支援して、その後も伴走支援

をしていくといったような立てつけになっておりますけれども、そうしたことに

関する経費を計上させていただいておるのと、ちょっとこれは別になりますけど
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も、民泊魅力発信補助金ということで、これについては、当初予算に計上してい

た事業ではあるんですけども、国へ提出しております申請書、計画書と若干中身

というか予算立てがずれていたということで、委託料のほうを減額して補助金に

持ってきたという予算の組替えでございます。 

○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 

  國岡総務課長。 

○総務課長（國岡厚志）  まちづくり推進費の中の第５次ＬＧＷＡＮ移行委託料

の増額についてです。これについては、当初予算で要求をしておったところなん

ですが、ＬＧＷＡＮの中でファイアウオールであるとか、Ｌ２スイッチといった

セキュリティシステムの冗長化ですね。これは、より強固にするためセキュリテ

ィを多重化を図るための委託料の増額です。 

  それと、ＤＸ専門人材負担金につきましては、当初、県内自治体が合同でこの

専門人材を委託するということでしておりましたが、当初の８団体から５団体に

減ったことにより、それぞれの負担金が増額したものによるものでございます。 

○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 

  １１番、安道議員。 

○１１番（安道泰治）  予算書の２９ページ、学校給食費の備品購入費８２万７，

０００円、これ多分、部品及び車両代の値上がり等、今の時節でありますからあ

ると思うんですけども、これ車両代として当初上がっていると思うんですけども、

合わせた金額とか教えていただけませんか。 

○議長（谷口雅人）  竹内教育課長。 

○教育課長（竹内 学）  総合計になりますけども、１，０４７万５，３６５円

になります。 

○議長（谷口雅人）  １１番、安道議員。 

○１１番（安道泰治）  配送車の購入費の補正として上がっている部分、これが

部品が上がっているんだと思うので、約、ざっと合わせたところで１，０００万

円ぐらいということでよろしいですか。 

○議長（谷口雅人）  竹内教育課長。 

○教育課長（竹内 学）  合わせて約１，０００万円となります。 

○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 

  ５番、宮本議員。 
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○５番（宮本行雄）  補正予算概要３ページ、一番下のぶんです。本冊で言うと

２４ページ、観光施設管理事業費の備品購入費の増６８万円、これの品物等分か

れば教えてください。 

○議長（谷口雅人）  迎山企画課長。 

○企画課長（迎山恵一）  先ほどの補足説明でもあったかと思うんですけども、

総合案内所のエアコンになります。正面玄関入っていただいたところに１台、そ

のほか２台あるんですけども、玄関入ったところの１台が老朽化ということで、

稼働しないということですので、エアコンの更新になります。 

○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 

  ７番、谷口翔馬議員。 

○７番（谷口翔馬）  本冊２０ページ、生活保護総務費の中の扶助費、家計負担

激変緩和対策給付金、この中の詳しい説明のほうよろしくお願いいたします。 

○議長（谷口雅人）  山本福祉課長。 

○福祉課長（山本洋敬）  家計負担激変緩和対策事業についてです。扶助費とし

て８０万円計上しておりますが、これは生活保護受給世帯ですとか、児童扶養手

当受給世帯８０件に対して１万円を給付するものです。 

○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 

  ４番、岡田議員。 

○４番（岡田光弘）  本冊２５ページの防災費の防災行政無線の戸別受信機の購

入ということで説明をいただいたんですけども、これについては既にストックも

持っておられると思うんですけども、今回この補正というのは、ストックの増大

分なのか、何台分を想定しておられますでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  國岡総務課長。 

○総務課長（國岡厚志）  戸別受信機につきましては、ストックとしてずっとや

ってきておりましたが、修繕で、それが修理不能であるとか、そういったもので

ストックが減ってきたもので、今回新たに２０台追加をして購入するものでござ

います。 

○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 

  １１番、安道議員。 

○１１番（安道泰治）  予算書の１６ページ、わが町ささえ愛活動支援事業補助

金３３万円です。これ、当初４件上がっとって、補正でこれから３万円ずつで１
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１件ということだと思うんですけども、これ申込みのあった実数で上げているの

か、これはこれから予定しているということで上げているのか教えてください。 

○議長（谷口雅人）  山本福祉課長。 

○福祉課長（山本洋敬）  受付はまだ途中であるため、予定の件数であります。 

○議長（谷口雅人）  安道議員。 

○１１番（安道泰治）  予定の件数ということで、かなり多めに上がっておりま

して、いつもだったら４件ぐらい毎年上がっていると思うんですけども、これ１

１件ということで、暮らしを考える会の推進による増加が大きいんじゃないかな

と、私考えるところでありまして、このことについては、明日、一般質問の中で

議員も質問されますし、これ聞いておるところが、もう合計１５件で出ているん

ですけども、補正だけそのぐらいで大丈夫です。 

○議長（谷口雅人）  それでは、ほかございますか。 

  １０番、大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  本冊の１９ページ、民生費の災害救助費ということで、

今回８万円の増額補正ということなんですけど、今回の対象となる災害見舞金と

いうこと、そういう認識でよろしかったんですか。 

○議長（谷口雅人）  山本福祉課長。 

○福祉課長（山本洋敬）  ４月に発生しました火災で執行した部分をこのたび補

正で上げさせていただいております。 

○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 

  １０番、大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  本冊２１ページの保健センター管理費で福祉課のスペ

ースを拡張するために間仕切りの変更ということで説明をいただきました。間仕

切りの変更ということなんですけど、ちょっと言葉だけでは分からないところも

あるので、もう少し詳しく説明をお願いできますでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  山本福祉課長。 

○福祉課長（山本洋敬）  今、福祉課のスペースと社会福祉協議会のスペースに

分かれている棚を移動しまして、あと、印刷室等の壁を取り除いて全体を広くす

るというような計画にしております。 

○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 

  １０番、大河原議員。 
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○１０番（大河原昭洋）  ２２ページの農業振興費で多面的機能支払交付金が６

８万１，０００円計上されております。新たな取り組む組織の支援というので説

明をいただきましたが、これは受給対象となる集落が増えたという認識でよろし

かったですか。 

○議長（谷口雅人）  山本山村再生課長。 

○山村再生課長（山本 進）  本年２月に宇波集落で集落座談会を開催しまして、

これをきっかけに新たに多面に取り組もうということになったもので、新規であ

ります。 

○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 

  １０番、大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  本冊の２３ページの林業振興費です。事業費で修繕料

が６８万６，０００円ということで、薪ボイラーを修繕されるということでござ

いました。その内容について、ちょっともう少し詳しく教えてください。 

○議長（谷口雅人）  山本山村再生課長。 

○山村再生課長（山本 進）  ボイラーの稼働が始まって今年で１０年というこ

とになります。運転の異常であるとか、そういったことを検知するセンサーが正

常に作動しないことがあるということで今回修繕を行うものであります。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  １０番、大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  薪ボイラーのいわゆる耐久年数っていうんですか、そ

のあたりはどれぐらいのもんでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  山本山村再生課長。 

○山村再生課長（山本 進）  耐用年数につきましては、省令で定める年数、温

水プールのボイラーに該当する年数は１５年となっておりますが、ただ、一般的

には、１５年から２０年というふうに言われております。耐用年数が来たからす

ぐに使えなくなるというものではなくて、一般的な話としては、２０年ぐらいと

いうふうになっています。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  １０番、大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  大体１５年ということで、２０年ぐらい持てば、なお

いいぐらいの感覚なんでしょうけども、いわゆる、その釜の耐久年数というよう
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なことになるんでしょうか。全般的にその部品の供給とかいろいろ入ってくるん

かもしれませんけど、一番は釜なんかなと思うんですけど、その辺はどうですか、

詳細については分かりますか。 

○議長（谷口雅人）  山本山村再生課長。 

○山村再生課長（山本 進）  この耐用年数表で個々の細かいパーツまで必ずし

も規定してないんですけど、ボイラー施設全体として、１５年というふうに理解

しております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  次に、地方債補正の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  最後に再度、一般会計全般にわたっての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  日程第５、議案第５７号 令和６年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号）の補足説明を求めます。 

  山本福祉課長。 

○福祉課長（山本洋敬）  議案第５７号 令和６年度智頭町国民健康保険事業特

別会計補正予算補正（第１号）でございます。 

  補正予算書３５ページをご覧ください。 

  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１０９万円を減額し、歳入歳出予算

の総額を、それぞれ７億２，１６３万円とするものです。 

  歳出につきましては、４１ページをご覧ください。 

  人事異動に伴い、人件費を減額措置しております。 

  歳入につきましては、４０ページをご覧ください。 

  一般会計繰入金で調整しております。 
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  説明は以上です。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  日程第６、議案第５８号 令和６年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）の補足説明を求めます。 

  山本福祉課長。 

○福祉課長（山本洋敬）  議案第５８号 令和６年度智頭町介護保険事業特別会

計補正予算（第１号）でございます。 

  補正予算書４５ページをご覧ください。 

  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５４０万７，０００円を増額し、歳

入歳出予算の総額を、それぞれ１０億１，６７５万６，０００円とするものです。 

  歳出につきましては、５２ページから５３ページをご覧ください。 

  一般管理費及び介護予防ケアマネジメント事業費では人件費の調整を、一般介

護予防事業費では、委託事業の内容を変更するため報償費を増額し、委託料を減

額措置しています。 

  認知症総合支援事業費では、人件費の調整とともに、認知症研修会の内容を変

更するため、講師謝金と使用料及び認知症研修の参加者変更による旅費について

予算の組替えを行っています。 

  介護予防支援費では、介護用介護保険の報酬改定に伴い、介護電装ソフトを購

入するため、備品購入費を増額措置しています。 

  一般会計繰出金では、一般会計の重層的支援体制整備事業に係る人件費の調整

のため増額措置しています。 

  歳入につきましては、５０ページから５１ページをご覧ください。 

  主に国庫支出金及び県支出金繰入金で調整しています。 

  説明は以上です。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  質疑はありませんか。 

  １０番、大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  本冊５２ページの歳出の部分で、一般介護予防事業費
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ということで、課長の説明によりますと、報償費を増額して委託料を減額したと

いうことで、地域リハビリテーションの活動支援事業という部分で業務内容が変

更されたというふうな説明でありましたけれども、その業務内容の具体的なとこ

ろを教えていただけますか。 

○議長（谷口雅人）  山本福祉課長。 

○福祉課長（山本洋敬）  委託料で百歳体操の指導ということを委託の中に組ん

でおりましたが、ちょっと委託内容が多過ぎるということで、事業をする上で支

障が出るということで、報償費として別出して組むことといたしました。 

○議長（谷口雅人）  １０番、大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  百歳体操の、いわゆる組み込んでいた内容といいます

か、回数とか、そういうようなことがちょっと多過ぎるということでいいんでし

ょうか、そのあたりはちょっと理解ができなかったもんで、もう少し教えていた

だけますか。 

○議長（谷口雅人）  山本福祉課長。 

○福祉課長（山本洋敬）  すみません。百歳体操の指導ということも委託の業務

の中に入れておりましたが、智頭病院さんで受けていただく委託内容が多過ぎる

ということで、別出しで報償費として別のリハビリ職の方にお願いするという形

にいたしております。 

○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  日程第７、議案第５９号 令和６年度智頭町介護保険サービス事業特別会計補

正予算（第１号）の補足説明を求めます。 

  山本福祉課長。 

○福祉課長（山本洋敬）  議案第５９号 令和６年度智頭町介護保険サービス事

業特別会計補正予算（第１号）です。 

  補正予算書５７ページをご覧ください。 

  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１４９万３，０００円を増額し、歳

入歳出予算の総額を、それぞれ４，５１９万７，０００円とするものです。 

  歳出につきましては、６３ページをご覧ください。 

  病院と心和苑デイサービス共通の厨房エアコン及び心和苑のトイレの修繕料を
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増額措置しております。 

  歳入につきましては、６２ページをご覧ください。 

  基金繰入金で調整しています。 

  説明は以上です。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  質疑はありませんか。 

  １０番、大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  ６３ページの事業費の修繕料で１４９万３，０００円

ということで、厨房のエアコンと心和苑のトイレ修繕ということで、これ一般的

に老朽化ということになるんでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  山本福祉課長。 

○福祉課長（山本洋敬）  そのとおりでございます。 

○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  日程第８、議案第６０号 令和６年度智頭町水道事業会計補正予算（第１号）

の補足説明を求めます。 

  西川水道課長。 

○税務住民課長兼水道課長（西川公一郎）  補正予算書１ページをご覧ください。 

  議案第６０号 令和６年度智頭町水道事業会計補正予算（第１号）でございま

す。 

  収益的収入のうち、水道事業収益の営業外収益を１２９万７，０００円増額し、

２，９００万９，０００円としております。 

  収益的支出のうち、水道事業費用の営業費用を３２２万２，０００円増額し、

８，１１９万５，０００円としております。 

  詳細につきましては、３ページをご覧ください。 

  収益的支出につきましては、水道事業費用のうち、第二水源地の取水量の低下

に伴います河床整備の修繕費並びに伏流水取水管の緊急調査業務委託料の増額を

計上し、総経費については、人事異動に伴う人件費の調整をしています。 

  収益的収入については、人件費の財源を他会計補助金を持って措置しておりま

す。 
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  以上でございます。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  日程第９、議案第６１号 令和６年度智頭町病院事業会計補正予算（第１号）

についての補足説明を求めます。 

○議長（谷口雅人）  福安病院事務部長。 

○病院事務部長（福安教男）  予算書１ページをご覧ください。 

  議案第６１号 令和６年度智頭町病院事業会計補正予算（第１号）でございま

す。 

  第２条の収益的収入及び支出につきまして、病院事業費用に７８３万５，００

０円を追加しまして、総額２０億８，０４２万３，０００円とするものでござい

ます。 

  第３条、債務負担行為につきまして、老朽化した公用車の新規リースとエック

ス線撮影システムの長期保守委託料の締結につきまして、追加しております。 

  予算書１４ページをご覧ください。 

  本年度の介護報酬改定に合わせまして、介護職員の処遇改善が求められており、

介護職員に支払われる賃金の改善を図るため、給料と報酬の増額をそれぞれ措置

しております。 

  また、昨年度当初予算算定以降の退職者に係る退職手当組合特別負担金の増額

を措置しております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  質疑はありませんか。 

  １０番、大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  予算書の１ページの債務負担行為の部分で、公用車が

老朽化ということで、これは令和７年度から令和１０年度ということですけど、

いわゆる次年度更新を予定していて、今年度発注をする、そういう認識でよろし

いんですか。 

○議長（谷口雅人）  福安病院事務部長。 
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○病院事務部長（福安教男）  本年度、年度途中の発注をしまして、令和１０年

度までのリース期間とするものでございます。 

○議長（谷口雅人）  １０番、大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  発注は今年度ということなんですけど、令和７年度に

納車ということなんだろうなというふうに思うんですけど、いわゆる、これは患

者さんなんかを送迎するワンボックスカーということになるんでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  福安病院事務部長。 

○病院事務部長（福安教男）  車としましてはワンボックスではなく、普通車、

通常の形状の車を計画しておりますが、患者さんの移送、あと訪問診療等での医

師の移動ということも使う予定としております。 

○議長（谷口雅人） ほかありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  日程第１０、議案第６２号 智頭町教育委員会委員の任命についての補足説明

を求めます。 

  竹内教育課長。 

○教育課長（竹内 学）  議案書１ページをご覧ください。 

  議案第６２号 智頭町教育委員会委員の任命についてご説明いたします。 

  令和６年６月３０日で辞職しました徳永起宏委員の後任としまして、鳥取県八

頭郡智頭町大字智頭１６６４番地、岡 大翼、平成７年１月１０日生まれを、令

和６年８月１日から令和９年９月３０日まで任命したいので、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、本議会の同意を求めるもの

でございます。 

  以上でございます。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  日程第１１、報告第４号から日程第１３、報告第６号については、質疑の終了

をもって報告は終了となりますので、ご了解ください。 

  日程第１１、報告第４号 放棄した債権の報告についての補足説明を求めます。 
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○議長（谷口雅人）  西川税務住民課長。 

○税務住民課長兼水道課長（西川公一郎）  議案３ページをご覧ください。 

  報告第４号 放棄した債権の報告についてでございます。 

  これは、智頭町債権管理条例第１４条の規定により、放棄した私債権について、

同条例第１５条の規定により報告するものでございます。 

  内容につきましては、次ページの４ページをご覧ください。 

  これに記載してますとおり、一般会計、住宅使用料２件、３６万６，８００円、

事由につきましては、債権管理条例第１４条１項７号所在不明及び９号死亡でご

ざいます。 

  続きまして、水道事業会計、水道使用料１７件で１１７万５，９７０円、事由

につきましては、債権管理条例第１４条１項７号所在の不明及び９号死亡でござ

います。 

  以上の合計で、１９件、１５４万２，７７０円となっております。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  質疑はありませんか。 

  １０番、大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  住宅使用料、水道使用料とも所在不明と死亡というこ

とでございます。これも本町の条例に基づいて、督促されたり所在確認が行われ

て、その結果ということではあるんですけど、この所在不明っていうのは、ちょ

っといま一つ理解できないんですけども、勝手にいなくなっちゃったっていう、

そういうことですか。 

○議長（谷口雅人）  西川税務住民課長。 

○税務住民課長兼水道課長（西川公一郎）  督促並び催告書等を送ってまいりま

す。また、転出とかされまして、町外に出られたりした場合に通知等を送るんで

すけれども、その後、所在等が不明になった場合のものなどがあります。そうい

ったものでございます。 

○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  日程第１２、報告第５号 法人の経営状況についての補足説明を求めます。 
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  竹内教育課長。 

○教育課長（竹内 学）  議案書５ページをご覧ください。 

  報告第５号 法人の経営状況についてご説明をいたします。別添の一般財団法

人因幡街道ふるさと振興財団（令和５年度事業報告書）をご覧ください。 

  ６月２０日に評議員８名による書面表決の承認を得ましたので、令和５年度事

業報告及び決算状況によって報告するものでございます。 

  まず、１ページから１０ページまでが令和５年度に開催しました事業報告でご

ざいます。 

  事業内容ですが、１ページ下段から７ページ中段におきましては、（１）の文

化美術品展示事業を開催しております。 

  また、７ページ下段から９ページ上段におきましては、（２）の町内作品展示

販売及び文化美術品展示事業の内容を明記しております。 

  また、９ページ中段から（３）の館内での体験型イベント事業及び（４）の情

報発信事業について、９ページ下段から１０ページ上段にかけて、（５）の石谷

家住宅の管理運営を明記しております。 

  １０ページ中段には、（６）のその他について明記しております。 

  １１ページから２１ページまでが、令和５年度の収支決算に関する内容でござ

います。また、２２ページから２４ページにおきましては、入館者数を明記して

おります。 

  続きまして、お手元の事業報告書の１２ページの令和５年度の収支決算に関す

る報告をさせていただきます。 

  まず、一般正味財産増減の部の（１）経営収益でございますが、基本財産受取

利息であります決算額７，８９４円であります。 

  次に、智頭町受託収入であります１，３１３万５，０００円、これが指定管理

料でございます。 

  次に、入館料収入でありますが、７１８万７，２５０円、入館者数１万３，５

８９人分と志ほや年会費及び施設使用料でございます。 

  続きまして、イベント収入といたしまして、１５万２，２００円、これは庭園

公開の収入であります。 

  喫茶・物販収入ですが、３３０万３，５０５円でございます。その他雑収益と

なります。経常収益の合計といたしまして、２，３８０万１，３７１円となりま
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す。 

  続きまして、（２）の経常費用でございます。 

  １１ページでは、事業費と管理費が分かれていますが、この１２ページで合算

をしております。主なものといたしましては、人件費に係ります給料手当から臨

時雇用賃金、福利厚生費までが人件費でございます。また、維持管理費に要しま

す燃料代、光熱水道費及び租税公課、食料費、公債費などについての支出の内訳

を明記しております。経常費用の合計といたしまして、２，２１７万３，８２１

円となります。 

  続きまして、２としております経常外増益の部をご覧いただきたいと思います。 

  令和５年度におきましては、当期一般正味財産の増減額の欄でございますが、

１６２万７，５５０円となっております。 

  また、指定正味財産増減の部でありますが、期首残高、期末残高ともに数字は

動いておりません。これは積み立てております立ち上げのときからの支出金でご

ざいまして、資本金に当たるものでございます。正味財産期末残高といたしまし

ては、４，４３０万６，４５９円となります。これが令和５年度への繰り越しす

る金額となります。 

  以上でございます。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  質疑はありませんか。 

  １０番、大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  この資料１２ページに決算書の説明をいただきまして、

事業収益として、智頭町からの指定管理料が増えたということで、入館者数が減

少しているにもかかわらず、何とか決算的には黒字になったということが見てと

れるんですけども、通常ですと、昨年の５月に２類から５類にコロナのほうも移

行したというようなこともあって、もう少し伸びるんじゃないかなというふうに

も思っていたんですけど、一昨年よりもちょっと入館者が減ったという、そのあ

たりの何ていいますか、中身というか、そのあたりは把握されていますか。 

○議長（谷口雅人）  竹内教育課長。 

○教育課長（竹内 学）  コロナが昨年の５月８日に５類になりまして、入館者

数も増えるのかなというふうには思っていましたけども、団体の人数は確かに増

えたんですけども、個人の入館者数が、やはり昨年度というか、令和４年度より
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は減少となっています。この要因としては何でだろうなということで、やはり全

国的にもメジャーの施設に行かれる方がやはり多かったんではないかなというこ

とで、この減少につながったと感じております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  １０番、大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  確かに、おっしゃるとおり２３ページには、令和５年

度の月別の入館者数の調書ということで一覧が書いてあるんですけど、正直言っ

て、個人客に頼らざるを得ない状況というのが、これで見てとれると思うんです

けど、石谷家の職員さんも一生懸命頑張っていただいて、いろんなイベントはさ

れていると私も認識しておるんですけど、なかなかその数が伸び悩んでいると。

以前のように、３万人前後というのはなかなか難しいにしましても、やはり２万

人ぐらい目指してほしいなというふうな気持ちはやっぱり持っておりますので、

そこを今後いろいろ話し合いを重ねていただいて、ＰＲ等々につなげていただき

たいなというふうに思います。 

  １点だけ、庭園公開って、春も行われていませんでしたか。何か昨年は秋だけ

だったように思うんですけど、ちょっと私の記憶が定かでありませんけど、その

あたり教えていただけますか。 

○議長（谷口雅人）  竹内教育課長。 

○教育課長（竹内 学）  秋の庭園公開ですけども、令和５年度は、約１，０１

０人ほどでした。昨年度よりは若干少ない人数だったようです。 

○議長（谷口雅人）  １０番、大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  この資料にもあるように、令和４年度よりは庭園公開

の人数は減っているんです。以前は、僕のちょっとあやふやな記憶で大変申し訳

ないんですけども、春もやっていたように思うんです。令和５年度は秋に２回開

催されているんですけど、春はやられていなかったですか、どうでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  竹内教育課長。 

○教育課長（竹内 学）  すみません。春もやっています。秋が２回しています。

令和５年度春は実施がなくて、秋に２回です。コロナの関係で秋は実施していな

かったです。 

○議長（谷口雅人）  １０番、大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  令和６年度は、いわゆる今年度ですか、今年度はやら
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れているんですか。 

○議長（谷口雅人）  これ令和５年度の実績に関する部分ですので、本年度は質

疑対象になりません。 

  １０番、大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  すみせん。ちょっと先走っちゃいまして、今年度のほ

うにまで行っちゃってごめんなさい。やはりこの入館者数を増やす方策の一つと

して、やっぱり団体者というのを増やすというのがやっぱり一番大きな数のアッ

プにつながると思うので。とは言いながら、なかなかバスの運転手の問題であっ

たりとか、労働時間規制であったりとか難しくなってきているというのは、私も

ちょっと聞いているんですけど、その辺の方策をまた検討していただきたいなと

いうふうに思いますので、自己の意見は述べられないんですけど、すみません、

そういうことでよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  ほかありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  日程第１３、報告第６号 法人の経営状況についての補足説明を求めます。 

  山本山村再生課長。 

○山村再生課長（山本 進）  それでは、議案書６ページをお願いします。 

  報告第６号 法人の経営状況について。 

  地方自治法の規定により、株式会社サングリーン智頭の経営状況を報告するも

のであります。 

  それでは、別冊の令和５年度決算報告書の３ページをご覧ください。 

  令和５年度の営業状況であります。１つ目は、所有林の森林施業に伴う造林事

業収入で、間伐材の伐採、搬出と作業道開設に係る補助金収入です。作業道の欄

に立米数のみ記載してある箇所については、次年度に繰り越しを行ったものであ

ります。 

  ２つ目は、町有林における造林事業の林産品売上げです。合計で２，２１３立

米の材を地元の原木市場に出荷しています。 

  以下、次のページにわたって、森林組合、町、県などからの林産事業収入、シ

イタケ原木等の売上げの林産品売上げ、補助事業や委託事業を中心としたその他

の事業です。総合計で４，３３２万２５２円であります。 
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  続いて、５ページの貸借対照表です。 

  未収金、未払金とも６月２５日の株主総会時点で清算済みです。なお、資産の

部の固定資産の欄の機械装置は林業機械のバックホーの購入が反映されておりま

す。 

  続いて、６ページの損益計算書をお願いします。決算の欄をご覧ください。 

  収益から費用を差し引いた営業総利益７６８万８，１３６円、一般管理費合計

６９８万４，８２５円、営業損益７０万３，３１１円です。営業損益を差し引い

た経常損益３１９万３，８７２円、特別損益を差し引いた税引き前当期損益３１

９万３，８７２円、法人税、住民税を差し引いた税引き後当期損益は３０１万１，

３７２円となります。これに前期繰越剰余金を加えた当期未処分利益剰余金は５

２６万１，８１３円となります。 

  ７ページが、先ほどご説明した損益計算書の明細です。 

  ２つ目の表の営業外損益のうち、雑収入２００万円余は、林業機械購入時に更

新前の機械を売却したことに伴う収入が主な内容であります。 

  ３つ目の表の特別損益は、林業機械購入に係る補助金の圧縮記帳であります。 

  ８ページが剰余金の処分についてです。 

  当期利益剰余金と前期繰越剰余金の合計５２６万１，８１３円を次期繰越剰余

金として処分するものです。なお、今後の決算見込みの状況を見ながら、この次

期繰越剰余金のいくばくかを令和６年度に積み立てる方向で検討することについ

て、取締役会と株主総会で了解済みであります。 

  依然として、木材価格の低迷による厳しい状況が続く中ではありますが、令和

５年度においては、素材生産量の増加など着実に事業に取り組み、２年連続で単

年度収支が黒字となりました。引き続き、智頭町副業協同組合との連携や、森林

整備の作業の効率化など経営改善を進めつつ、町有林の整備をはじめとする各種

事業について、サングリーン智頭や関係機関と連携しながら取り組んでいきたい

と思います。 

  以上であります。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 
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  日程第１４、議案第６３号 工事請負契約の締結についてを議題とします。 

  なお、この議案につきましては、本日可否の決定を行います。 

  これから、補足説明及び質疑を行います。 

  議案の補足説明を求めます。 

  迎山企画課長。 

○企画課長（迎山恵一）  では、議案書２ページをご覧ください。 

  議案第６３号 工事請負契約の締結についてでございます。 

  これは、先般入札を執行しました智頭町定住促進住宅新築工事の工事請負契約

を次のとおり締結することについて、地方自治法第９６条第１項の規定により、

本議会の議決を求めるものでございます。 

  工事名、智頭町定住促進住宅新築工事。工事場所、智頭町大字三田地内。請負

金額、４，９１８万１，０００円。契約の相手方、智頭町大字智頭５７番地１、

有限会社中村建装、代表取締役、河村隆。契約方法、指名競争入札。 

  以上でございます。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ５番、宮本議員。 

○５番（宮本行雄）  指名競争入札で契約ということですが、指名競争の業者は

何者を指名されたんでしょうか、教えてください。 

○議長（谷口雅人）  迎山企画課長。 

○企画課長（迎山恵一）  本町に建築一般で指名願いが出ております８者でござ

います。 

○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 

  １０番、大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  当初の金額よりかなりちょっと安くなっているなとい

うふうに思うんですけど、落札率は何％だったんですか。 

○議長（谷口雅人）  迎山企画課長。 

○企画課長（迎山恵一）  落札率ちょっと正確な数字、小数点以下まで持ってい

ませんけども、８６％でございます。 

○議長（谷口雅人）  ほかありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  暫時休憩します。 

  執行部はそのままで、議員の皆さんは全協室にお集まりください。 

休 憩 午前１１時５６分 

再 開 午後 ０時００分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  日程第１４、議案第６３号 工事請負契約の締結についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１５．陳情について 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１５、陳情についてを議題とします。 

  今期定例会において、本日までに受理した陳情は、お手元に配付しております

陳情文書表のとおりであります。所管の常任委員会に付託しましたので報告いた

します。 

  お諮りします。 

  各委員会審査等のため、７月１２日から７月１７日までの６日間を休会したい

と思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、７月１２日から７月１７日までの６日間を休会することに決定しまし

た。 



－３３－ 

  ７月１１日は午前９時から本会議を開き、一般質問を行います。 

  また、休会中は各委員会等を開き、付託案件等の審査をお願いします。 

  来る７月１８日は本会議を開き、委員会の報告を求め、質疑、討論並びに採決

を行います。 

  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日は、これで散会します。 

散 会 午後 ０時０２分 

  



－３４－ 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により次に署名する。 

 

  令和６年７月１０日 

 

                智頭町議会議長  谷  口  雅  人 

 

                智頭町議会議員  西  尾  寿  樹 

 

                智頭町議会議員  岡  田  光  弘 

 


